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秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
四
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
減
免
）

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
減
免
）

第
四
十
四
条
の
十
四

略

第
四
十
四
条
の
十
四

略

２
～
６

略

２
～
６

略

７

条
例
第
百
二
十
四
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動

７

条
例
第
百
二
十
四
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動

車
に
つ
い
て
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
十
四
条

車
に
つ
い
て
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
十
四
条

の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
当
該
減
免
に
係

の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
当
該
減
免
に
係

る
身
体
障
害
者
の
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
身
体
障
害
者
の
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
戦

る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
戦

傷
病
者
手
帳
）
、
知
的
障
害
者
の
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
の
精
神
障
害

傷
病
者
手
帳
）
、
知
的
障
害
者
の
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
の
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
」
と
い
う
。
）
及
び
自
動

者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
」
と
い
う
。
）
及
び
自
動

車
を
運
転
す
る
者
の
運
転
免
許
証
又
は
道
路
交
通
法
第
九
十
五
条
の
二
第
四

車
を
運
転
す
る
者
の
運
転
免
許
証

項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
「
免
許
情
報
記
録

個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
減
免
の
対
象
と

を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
減
免
の
対
象
と

な
る
自
動
車
が
精
神
障
害
者
に
よ
つ
て
運
転
さ
れ
る
も
の
（
当
該
精
神
障
害

な
る
自
動
車
が
精
神
障
害
者
に
よ
つ
て
運
転
さ
れ
る
も
の
（
当
該
精
神
障
害

者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
身
体
障

者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
身
体
障

害
者
等
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
に
よ
つ
て
運

害
者
等
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
に
よ
つ
て
運

転
さ
れ
る
も
の
又
は
障
害
者
の
み
の
世
帯
に
属
す
る
身
体
障
害
者
等
の
た
め

転
さ
れ
る
も
の
又
は
障
害
者
の
み
の
世
帯
に
属
す
る
身
体
障
害
者
等
の
た
め

に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
に
よ
つ
て
運
転
さ
れ
る
も
の
で

に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
に
よ
つ
て
運
転
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
申
請
書
に
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該
事
実
を
証
明
す
る
社
会

あ
る
と
き
は
、
申
請
書
に
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該
事
実
を
証
明
す
る
社
会

福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
若
し

福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
若
し
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く
は
町
村
の
長
（
当
該
身
体
障
害
者
が
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

く
は
町
村
の
長
（
当
該
身
体
障
害
者
が
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
健
康
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長
。
第
四
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い

つ
て
は
、
健
康
福
祉
部
福
祉
政
策
課
長
。
以
下

て
「
福
祉
事
務
所
長
等
」
と
い
う
。
）
又
は
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年

「
福
祉
事
務
所
長
等
」
と
い
う
。
）
又
は
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
保
健
所
の
長

法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
保
健
所
の
長

（
第
四
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
保
健
所
長
」
と
い
う
。
）
の
証
明

（
以
下

「
保
健
所
長
」
と
い
う
。
）
の
証
明

書
及
び
総
合
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

書
及
び
総
合
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

８

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
た

と
き
は
、
当
該
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
特
定
免
許

情
報
（
道
路
交
通
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報

を
い
う
。
第
四
十
六
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
受
理
し
た
と

８

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
受
理
し
た
と

き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
身
体
障
害
者
等
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
に
受
理
印

き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
身
体
障
害
者
等
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
に
受
理
印

を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
環
境
性
能
割
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

（
環
境
性
能
割
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

第
四
十
四
条
の
十
七

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中

第
四
十
四
条
の
十
七

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中

欄
に
掲
げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

欄
に
掲
げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄

略

略

略

略

略

略

第
四
十
四
条
の
十
四
第

自
動
車
税
環
境
性
能
割

様
式
第
百
一
号
の

第
四
十
四
条
の
十
四
第

自
動
車
税
環
境
性
能
割

様
式
第
百
一
号
の

九
項

減
免
申
請
受
理
印

三

八
項

減
免
申
請
受
理
印

三

２

略

２

略

（
減
免
申
請
等
）

（
減
免
申
請
等
）

第
四
十
六
条
の
四

条
例
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
の
減

第
四
十
六
条
の
四

条
例
第
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
の
減
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免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
種
別
割
の
納
期
限
ま
で
（
条
例
第

免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
種
別
割
の
納
期
限
ま
で
（
条
例
第

百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
を
も
つ
て
種
別
割
を
納
付
す
べ
き

百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
を
も
つ
て
種
別
割
を
納
付
す
べ
き

者
又
は
条
例
第
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

者
又
は
条
例
第
百
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

は
、
条
例
第
百
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

は
、
条
例
第
百
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

を
提
出
す
る
時
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

を
提
出
す
る
時
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
減
免
に

よ
る
申
請
書
を
総
合
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
減
免
に

係
る
身
体
障
害
者
等
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
自
動
車
を
運
転
す
る
者

係
る
身
体
障
害
者
等
の
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
自
動
車
を
運
転
す
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
の
運
転
免
許
証
又
は
免

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者
」
と
い
う
。
）
の
運
転
免
許
証

許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

前
年
度
に
お
い
て
条
例
第
百
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

前
年
度
に
お
い
て
条
例
第
百
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
引
き
続
き
種
別
割
の
減
免
を
受

種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い
て
引
き
続
き
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
再
交
付
が
あ
つ
た
と
き
又
は

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
再
交
付
が
あ
つ
た
と
き
又
は

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
前
年
度
に
申
請
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
前
年
度
に
申
請
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き

（
運
転
者
の
免
許
証
等
（
道
路
交
通
法
第
百
一
条
に
規
定
す
る
免
許
証
等
を

（
運
転
者
の
運
転
免
許
証

い
う
。
第
五
号
及
び
第
六
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
効
期
間
の
更

の
有
効
期
間
の
更

新
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た

新
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た

場
合
及
び
自
動
車
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
を
変
更

場
合
及
び
自
動
車
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
当
該
自
動
車
の
登
録
番
号
を
変
更

し
た
こ
と
に
よ
り
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
登
録
番
号
に
つ
い
て
変
更
が

し
た
こ
と
に
よ
り
第
七
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
登
録
番
号
に
つ
い
て
変
更
が

あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
運
転
者
の
運

あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
運
転
者
の
運

転
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
提
示
を
要
し
な
い
。

転
免
許
証

の
提
示
を
要
し
な
い
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

運
転
者
の
免
許
証
等

の
有
効
期
限

五

運
転
者
の
運
転
免
許
証
の
有
効
期
限

六
～
八

略

六
～
八

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し

た
と
き
は
、
当
該
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
特
定
免

許
情
報
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

略

３
・
４

略

６

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
運
転
者
の
運

５

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
等
及
び
運
転
者
の
運

転
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
提
示
を
要
し
な
い
者

転
免
許
証

の
提
示
を
要
し
な
い
者
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は
、
当
該
年
度
の
種
別
割
の
賦
課
決
定
前
に
お
い
て
、
当
該
種
別
割
の
減
免

は
、
当
該
年
度
の
種
別
割
の
賦
課
決
定
前
に
お
い
て
、
当
該
種
別
割
の
減
免

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
出
書

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
出
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

運
転
者
の
免
許
証
等

の
有
効
期
限

五

運
転
者
の
運
転
免
許
証
の
有
効
期
限

六
・
七

略

六
・
七

略

７

略

６

略

（
種
別
割
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

（
種
別
割
に
係
る
書
類
等
の
様
式
）

第
四
十
七
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲

第
四
十
七
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

げ
る
書
類
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

上

欄

中

欄

下

欄

上

欄

中

欄

下

欄

略

略

略

略

略

略

第
四
十
六
条
の
四
第
四

自
動
車
税
種
別
割
減
免

様
式
第
百
五
号

第
四
十
六
条
の
四
第
三

自
動
車
税
種
別
割
減
免

様
式
第
百
五
号

項

申
請
受
理
印

項

申
請
受
理
印

第
四
十
六
条
の
四
第
五

自
動
車
税
種
別
割
減
免

様
式
第
百
六
号

第
四
十
六
条
の
四
第
四

自
動
車
税
種
別
割
減
免

様
式
第
百
六
号

項
、
第
四
十
六
条
の
五

承
認
（
不
承
認
）
通
知

項
、
第
四
十
六
条
の
五

承
認
（
不
承
認
）
通
知

第
三
項
、
第
四
十
六
条

書

第
三
項
、
第
四
十
六
条

書

の
八
第
三
項
（
第
四
十

の
八
第
三
項
（
第
四
十

六
条
の
八
の
三
に
お
い

六
条
の
八
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
四
十
六

む
。
）
及
び
第
四
十
六

条
の
九
第
三
項

条
の
九
第
三
項

２

略

２

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。


